
「デジタル選択呼出装置を使用した遭難警報の受信等を行うことができる海上保

安庁所属の海岸局の通信圏等について」の一部を改正する告示案に関する意見募

集の結果について 

 

令 和 ８ 年 6 月 10 日 

＜ 問 い 合 わ せ 先 ＞  

海 上 保 安 庁 

総務 部 情報 通 信 課 

（内線：2920、2921） 

TEL：03-3591-6361（代表） 

 

海上保安庁では、令和 8 年 1 月 6 日から令和 8 年 2 月 8 日まで、「デジタル選

択呼出装置を使用した遭難警報の受信等を行うことができる海上保安庁所属の

海岸局の通信圏等について」の一部改正案に関する意見の募集を行いましたとこ

ろ、計６件のご意見をいただきました。 

寄せられたご意見の概要及びそれに対する考え方を以下のとおりとりまとめま

したので、公表いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

主なご意見及び海上保安庁の考え方 

 

 主なご意見（概要） 海上保安庁の考え方 

１ 今回の告示改正を否定するものではな

いが、既存の運航会社が使用する船舶の

航路（※）について、Ａ３水域にかかる部分

は 100m 強のものがあり、同部分は陸岸

も目視できるほどの沿岸部であり、船外マ

イク、携帯電話で港の職員とも連絡を取る

ことができることから、新たに通信長を配

置せずとも従来の通信設備・通信要員で

通信体制が確保できるよう弾力的な取扱

いをして頂きたい。 

また、この取扱いに係る調整のため、１年

程度の猶予期間を設けて頂きたい。 

下田送受信所の廃止により、一部の定

期船航路のうち、100m 強が A３海域に

含まれるものと認識しております。 

 航路が A3 海域に含まれることで、必要

な通信設備・通信要員の要件が変わり、新

たな資格の取得等が必要となりますので、

下田送受信所の廃止については、適切な

経過措置期間を１年間設けることといたし

ます。 

２ 

 

通信圏を縮小するなら、国民への周知

期間として半年や 1 年ぐらい経過措置を

置いて廃止すべきである。 

 周知不足で知らずに航行した船が海難

にあっても通報できない可能性がある。 

本改正案の関係者への周知について、

海事関係団体に対しては、一定の周知期

間を確保する観点から、令和７年６～７月

に説明を行っており、説明の際には各団体

に対し、関係者への周知を依頼しておりま

す。 

その上で、上記１のとおりご意見をいた

だいたことを踏まえ、下田送受信所の廃止

については、適切な経過措置期間を 1 年

間設けることといたします。 

 

3  改正理由として「業務効率化及び経費

削減のため、合理化を念頭とした（海上保

安庁所属の）中短波海岸局の見直しを行

い、廃止しても影響が少ない一部の中短

波海岸局を廃止する」と説明しておるが、

A2 海岸局の合理化に関するご意見と

して、漁業用無線の活用についてご提案

いただき、ありがとうございます。 

ご指摘の漁業用無線海岸局につきまし

ては、現在主として 27MHz 帯の無線電



洋上での船舶の安全航行を確保いただき

つつ、船舶活動等への影響を最小限にす

るため、貴庁海岸局の業務効率化や経費

削減にも貢献できるようであれば、都道府

県の漁業指導監督通信業務やＮＴＴ電報取

次業務などの公的業務で受託実績を有す

る全国の漁業用中短波・短波海岸局の活

用につき、今次廃止予定されている６つの

無線局以外の無線局への将来的な貢献の

可能性も含め、検討していただきたい。 

 改正理由にて「廃止による影響」に言

及している通り、Ａ２からＡ３に変更される

水域を利用している船舶では、船舶にもよ

るが、「インマルサット通信設備」等の新規

設置が必要となり、新たな経費負担もしく

は経費負担できない場合の利用水域の削

減を余儀なくされることが懸念されてい

る。一方、今回廃止予定とされている釜石

局や油津局はじめ、これら海岸局と同地区

内にあるものを含め、全国には中短波・短

波を扱う漁業用海岸局が３０局ほどあり、

その大半が終日周年にわたり、無線業務

に携わっているため、これら漁業用海岸局

の施設や人材の活用等により貴庁海岸局

の業務代行が可能であり、かつ、貴庁海岸

局の業務効率化等に貢献できるようであ

れば、「廃止による影響」をさらに軽減いた

だくため、各地の漁業用中短波・短波海岸

局とご相談の上、活用を検討していただき

たい。 

話を用いて運用されておりますが、当庁が

運用する GMDSS（世界的な海上におけ

る遭難及び安全に関するシステム）におい

て必要とされる中短波帯の周波数（国際

的に定められている遭難・安全通信周波

数）とは異なるものであり、直ちに活用す

ることはできません。 

いただいたご意見につきましては、今後

の検討に当たり参考とさせていただきま

す。貴重なご意見をお寄せいただき、誠に

ありがとうございました。 

※ 掲載しなかったご意見やご質問についても、今後の施策の推進に当たって、参考にさせて

いただきます。 


